
　

  　　　鹿児島県における新生児聴覚検査に係る支援等フロー図

早期療育機関（鹿児島聾学校等）

妊娠

入院前

出産

１か月

6か月

６歳

精密検査

受診勧奨

・出生届出時

・新生児訪問

・精密健康診査

依頼票等

（約２か月後）

・受診券による

結果把握

初回検査医療

機関からの紹介

（福祉分野）

保護者への結果説明

新生児聴覚検査の啓発

・妊婦健診や母親学級

反応あり（パス）

検査実施可能な

医療機関を紹介

検査希望あり

検査機器

なし

反応あり（パス）

要精密検査

初回スクリーニング

検査

確認スクリーニング

検査

要再検

（リファー）

要再検

（リファー）

保護者への結果説明

相談窓口（市町村）の紹介

保護者へ検査説明

検査機器

あり

概ね３日以内

概ね１週間以内

検査希望なし

３～４か月児健診

・脱漏児の

受診勧奨

・育児支援

（教育分野）

（産科・新生児内科） （母子保健分野）

検査周知

・母子健康手帳

交付時

・妊婦教室

精密検査

鹿児島大学病院

鹿児島市立病院

生後１か月頃（遅く

とも３か月頃）まで

に実施

パス

保護者への結果説明

早期支援機関・療育施設

の紹介，勧奨

聴覚障害

（耳鼻咽喉科）

別紙３
新生児聴覚検査実施医

療機関→保護者

「赤ちゃんのきこえ検

査（新生児聴覚検査）

結果のお知らせ」

別紙４
精密検査実施医療機関→保護者

「難聴児に対する療育の必要性に

ついて」

別紙１
市町村→保護者

「新生児聴覚検査の

機器整備機関一覧」

別紙２
新生児聴覚検査実施

医療機関→保護者

「家庭でできる耳の

きこえと言葉の発達

チェック表」

※検査にて異常なし
の場合も家庭で成⻑
に合わせて確認でき
るように配布する。

※未熟児など特別な配慮が必要な児への検査時期

については，下記にかかわらず，医師による判断と

なる。

※精密検査については，可能な限り生後３か月まで

に実施することが望ましい。

医療機関 市町村


